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１ 本年の報告・勧告の概要            
 

 

１ 本年の給与改定 

～ 月例給、ボーナスともに引上げ ～ 

・ 月例給の公民給与の較差は505円（0.13％） 

・ 較差を解消するため、給料表を引上げ改定 

・ 期末・勤勉手当（ボーナス）を0.10月分引上げ（年間支給月数4.30月→4.40月） 

 

２ 給与制度の総合的見直しにおける地域手当の支給割合 

・ 平成30年４月１日から、支給割合を11.9%に引上げ 

 

＜報告及び勧告の基本的な考え方＞ 

・ 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約に対する代償措置として、社会一般の情勢

に適応した適正な職員の給与を確保し、公正で効率的な行政運営を進める上での基盤で

す。 

・ 職員の給与は、国家公務員の給与との均衡も考慮しつつ、民間従業員の給与と均衡さ

せることが基本であり、本年４月分の職員と民間従業員の給与の実態を調査し、両者を

比較した上で改定について判断しています。 

・ 企業規模50人以上の多くの民間企業においては、部長、課長等の役職段階を有してお

り、職員と同種・同等の者同士による給与比較が可能です。また、現行の調査対象であ

る企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の事業所数であれば、実地による精緻

な調査が可能であり、調査の精確性を維持することができます。 

・ 職員と民間従業員の給与比較は、単純な平均値での比較は適当でなく、職種をはじめ、

役職段階、勤務地域、学歴、年齢等の給与決定要素を合わせて比較することが適当です。 

・ 国家公務員の給与制度が改正される際には、人事院の給与報告・勧告の内容に留意す

るとともに、本県の実情を考慮して実施するよう、本委員会の報告・勧告で言及してい

ます。 

・ 職員の給与については、民間従業員の給与と均衡のとれた水準に保つことに加え、国

家公務員の給与制度に準じた措置をとることが地方公務員法の定める情勢適応の原則や

均衡の原則に合致するとともに、県民の理解と納得を得られるものであると考えます。 

 

  

＜ 本年の勧告のポイント ＞ 
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＜報告及び勧告の内容＞ 

１ 本年の給与改定 

給与の比較 

 職 員 の 給 与（A）  民間従業員の給与（B） 較差（B）－（A） 

402,611円 403,116円  505円(0.13％) 

[較差の配分 給料表418円 はね返り分※１49円]  

※１ 給料月額等を算定基礎としている諸手当の額が、給料表の改定に伴い増減する分 

(1) 月例給（毎月きまって支給される給与） 

本年４月分の職員の給与と民間従業員の給与との均衡を図るため、同月に遡及して給料

表を引上げ改定 

ア 行政職給料表(１)・学校行政職給料表 

・ 初任給を1,000円引き上げ、20歳台を中心とした若年層職員が多く在職する級号給

も同程度の改定 

・ 40歳台以上の職員が多く在職する級号給は400円引上げ 

・ その他の級号給はこれらの改定額の間で引上げ 

   イ その他の給料表 

    行政職給料表(１)との均衡を基本に改定 

(2) 期末手当・勤勉手当（ボーナス） 

・ 民間の特別給の支給月数との均衡を図るため、支給月数を0.10月分引き上げて勤勉

手当に配分 

・ 勤勉手当の支給月数は６月期及び12月期が均等となることが基本であるが、今年度

分は任命権者が配分を検討し決定 
 

特別給の比較 

職員の支給月数（A） 民間従業員の支給月数※２（B） 差（B）－（A） 

4.30月 4.40月 0.10月 

※２ 昨年８月から本年７月までの実績である4.42月分について、国に準じて0.05月ごとの区切りとなるよう

小数点以下第２位で二捨三入し、4.40月とした。 

【参考】行政職員※３（平均年齢42.3歳）の平均年間給与※４ 

※３ 行政職給料表（1）及び学校行政職給料表が適用される職員 

※４ 月例給の12ヶ月分とボーナスの合計額 

２ 給与制度の総合的見直しにおける地域手当の支給割合 

・ 平成30年４月１日から、支給割合を0.1％引き上げて11.9％に改定 

・ 平成31年４月１日までに、完成時の支給割合として12%に引上げ 

 平均年間給与 差額（率） 

勧告前 ６，５５２  千円 ４８千円 

（０．７％） 勧告後（平成29年度） ６，６００  千円 
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３ 公務運営 

(1) 人材の確保・育成 

ア 多彩な人材の確保と採用制度 

・ 多くの方が本県の採用試験を受験しやすくなるよう、秋季チャレンジ試験※５等を

実施するとともに、特定分野の専門人材を確保するために、法務・ＩＣＴ・国際※６

の３区分の採用選考を昨年度から実施。こうした取組みの結果を引き続き検証する

とともに、より多くの応募者を確保するために県行政に携わることの魅力について

情報発信を強化 

・ 更なる障害者の雇用に向けて検討 

※５ 平成27年度から導入したⅠ種行政区分の試験。例年６月に第１次試験を実施しているⅠ種行政区分

とは別に秋に実施することとした試験。10月に第１次試験を実施し、専門試験に替えて自己ＰＲシー

トを課すなど、留学生や民間企業志望者等も受験しやすいものにしている。 

※６ 平成28年度から導入した一般事務職の選考。受験資格は、法務区分は司法試験合格者、ＩＣＴ区分

は民間企業等での情報通信技術関連の職務経験者、国際区分はＪＩＣＡ等での国際貢献活動や民間企

業等での海外勤務の経験者 

イ 人材育成とキャリア形成 

・ 本年４月から年３回に増やした面接での上司から部下への助言・指導や、実践的

な研修の実施を通じて、職員が意欲を持ってその能力を最大限発揮できることを期

待 

・ 本委員会としては、引き続き民間企業や他の地方公共団体の状況等を踏まえ、効

果的な人材育成の方策について調査研究 

ウ 女性職員の活躍推進 

・ 次世代育成支援・女性活躍推進に関する職員行動計画に基づく支援やテレワーク

（在宅勤務）など働きやすい職場の環境整備を進める取組みを通じ、女性職員が能

力を十分に発揮し活躍できる組織の実現につながっていくことを期待 

・ 本委員会としては、引き続き民間企業や他の地方公共団体の取組み等を参考とし、

女性職員の活躍を推進するための方策について調査研究 

(2)  働き方改革と勤務環境の整備 

ア 働き方改革による長時間労働是正等の取組み 

・ 総実勤務時間の短縮を図ることは、職員の健康保持やワーク・ライフ・バランス

の実現のみならず、多彩な人材の確保や女性職員の活躍推進に向けた環境整備を図

る上でも重要な課題。働き方改革推進本部による長時間労働是正等の取組みを着実

に進め、時間外勤務の縮減と計画的な年次休暇の取得促進を更に推し進めていくこ

とを要請 

・ 教員の多忙化とそれに伴う長時間勤務が全国的な問題として取り上げられており、

本県教育委員会においては、教員の負担軽減に向けた取組みを更に推し進めていく

ことが必要 

イ 仕事と家庭の両立支援と職員が能力をより発揮できる勤務環境の整備 

・ 子育てや介護を行う職員の支援策の充実を図ることはこれまでにも増して重要な
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課題。任命権者において、「次世代育成支援・女性活躍推進に関する職員行動計画」

に掲げた取組みが着実に進められることを期待 

・ テレワークの導入や拡大時差出勤制度※７の拡充といった多様で柔軟な働き方を進

めることは、全ての職員のワーク･ライフ･バランスを実現するとともに、その能力

を十分に発揮することにつながるものであり、引き続き取組みを進めることが必要 

※７ 職員の申出に基づき、勤務時間を30分単位で最大90分まで繰り上げ又は繰り下げる制度 

ウ 健康管理対策の推進 

・ 職員の健康の保持、増進は、職員が高い士気を持って能力を十分に発揮し、公務を

効率的かつ的確に実施するという観点から不可欠。任命権者においてはストレスチェ

ック※８の実施結果を活用して各職場における課題を把握し、メンタルヘルス不調の発

生防止や早期発見、早期対応に努めることが重要 

・ 職員の心身両面にわたる健康の保持、増進を図る取組みを着実に推進していくこと

を期待 

※８ 自身のストレスへの気付きやその対処の支援等を通じたメンタルヘルス不調の未然防止を目的とし

て、心理的な負担の程度を把握する検査を行い、医師による面接指導等へつなげる制度 

エ 職場におけるハラスメントの防止 

・ ハラスメント（いじめ・嫌がらせ）は、発生の原因に対する理解を深めるなどそ

の防止に努めるとともに、問題が発生した場合には適切かつ迅速に対応することが

必要 

・ 任命権者において、引き続きハラスメントのない職場環境づくりに積極的に取り

組むことを期待 

オ 非常勤職員の勤務条件 

・ 非常勤職員についても、高い意欲を持ち能力を十分に発揮して勤務するために、

適切な勤務条件を整備することが重要 

・ 地方公務員法及び地方自治法の改正による会計年度任用職員制度の導入に向けて、

今後、国や他の都道府県の動向等に留意しつつ、新たな制度の趣旨を踏まえながら、

非常勤職員の勤務条件の改善が図られるよう検討を進めることが必要 

(3) 高齢層職員をめぐる状況 

・ 新規再任用※９職員の中で、フルタイム勤務※10者が今年度は８割を超え、今後も上昇

が見込まれることから、再任用職員の知識や経験を最大限に活用するとともに、一人

ひとりが生き生きと意欲を持って活躍できる環境を整備することが必要 

・ 本県でも再任用職員に人事評価制度が導入され、評価結果は本年12月期以降、勤勉

手当の成績率に反映されることから、制度の適切な運用を期待 

・ 国の定年引上げに係る人事管理諸制度の見直しの具体的な検討について動向を注視 

※９ 定年等により退職した者について１年を超えない範囲内で任期を定め、常時又は短時間の勤務を要

する職に採用する制度。勤務実績等を考慮し、１年を超えない範囲内で更新できる。任用上限は、65

歳に達する年度の年度末まで。 

※10 任用期間の定めのない常勤職員と同じ週38時間45分勤務。これに対し短時間勤務（週29時間等）の

形態がある。 
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２ 給与勧告の対象職員の状況等（平成29年４月１日現在）          
 
【給与勧告の対象職員数】 

 

注 職員の給与に関する条例、学校職員の給与等に関する条例、任期付研究員の採用等に関する条例及び任

期付職員の採用等に関する条例の適用を受ける職員を対象（企業行政職給料表及び技能職給料表の適用を

受ける職員は対象外） 

 

【学歴別構成割合】   

区   分 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒 

全 職 員 ７２．７ ％  ６．６ ％ ２０．４ ％ ０．２ ％ 

 行 政 職 員 ７１．０  ９．２     １８．７  １．１ 

注 構成割合は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても100.0%にならない場合がある 

 

【性別構成割合】 

区   分 男 女 

全 職 員 ６７．１ ％ ３２．９ ％ 

 行 政 職 員 ６１．２  ３８．８ 

 

【平均年齢、平均勤続年数】  

 区   分 平均年齢 平均勤続年数 

全 職 員 ４０．４ 歳 １６．３ 年 

 行 政 職 員 ４２．３ １８．４ 

一般職員

10,133人

(21.7%)

教育職員

21,410人

(45.7%)

警察官

15,268人

（32.6%）

一般職員のうち行政職員数 

8,855人（18.9％） 
 
行政職員：行政職給料表（1）及び 
学校行政職給料表※の適用職員 

総 計 
46,811人 前年度の対象職員数（構成比） 

一般職員：11,219人（16.3%） 
教育職員：42,463人（61.5%） 

警察官 ：15,327人（22.2%） 
総  計：69,009人 

今年度から、県内３政令市の県費負担の教

育職員が対象から除外されたことに伴い、

職員数が減少 

※ 県立学校や県費負担（法に基づき給与の

一部を県が負担）の市町村立学校に勤務す

る事務職員に適用 
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３ 給与勧告の基本的な考え方            
○ 公務員は民間の従業員とは異なり、団体交渉権、争議権の一部が制約されている

ため、その代償措置として、地方公務員法に基づき人事委員会による給与勧告制度

が設けられています。この制度は職員の給与について、県民の理解と納得を得る重

要な役割を担っています。 

○ そのため、本委員会は、職員の給与を、国家公務員の給与との均衡も考慮しつつ、

その時々の生計費、経済・雇用情勢等を反映した民間従業員の給与と均衡させるこ

とが基本であると考えています。 

○ また、毎月支払われる月例給については、民間の従業員と職員の４月分の給与を

調査して比較し、特別給（ボーナス）については、過去１年間の民間の支給月数を

調査して職員の１年間の支給月数と比較した上で、給与勧告を行っています。 

○ この方法は、情勢適応の原則や均衡の原則など、給与決定の原則に則った最も合

理的な方法と考えられています。 

 

知 事県議会

民間給与の調査

事業所別調査
給与改定・諸手当制度

ボーナス等を調査

従業員別調査
平成29年４月分給与

42,587人分を調査

◇職員（行政職員）及び民間の特別給の

支給月数、各種手当等を比較

◇職員(行政職員)と民間の月例給を比較

◇役職・年齢・学歴が同種・同等の者同士を比較

(ラスパイレス方式)

職員給与の調査

個人別調査

平成29年４月分給与

全職員46,811人分を調査

（うち行政職員8,855人）

情勢適応の原則・均衡の原則

◇国家公務員給与との均衡 ◇他の都道府県職員給与との均衡

給与改定、諸手当制度の見直しの検討

人事委員会給与勧告

条例案提出

（条例の改正） （勧告の取扱い決定）

調査対象
企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の県内3,184事業所

のうち、層化無作為抽出法により抽出した700事業所を対象に、平成

29年４月に支払われた給与月額等を調査



 

7 

 

４ 民間給与の調査対象事業所の抽出方法          
【民間給与の調査の概要】 

○ 企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の県内3,184事業所（図１）のう

ち、層化無作為抽出法（図２）により抽出した700事業所（図３）を対象に、事務・

技術関係職種等42,587人の平成29年４月に支払われた給与月額等を調査しました。 

 

＜企業規模別の調査対象事業所【抽出前・抽出後】＞ 

 
 

          

   

○ 調査は、事業所の負担、調査期間等に制約があることから、企業規模や産業等

によりグループ分けをし、その中から一部の事業所を調査の対象として無作為に

抽出します。 

 

  抽出のイメージ 
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層化 抽出

調査対象事業所 

3,184事業所 

（図２）【層化無作為抽出法】 

（図１）【抽出前】 

 

（図３）【抽出後】 

 

従業員数による企業規模、

産業、地域、本・支店に応じ

て、事業所をグループ分けし

ます。 

 調査する事務・技術関係職種等の従業員の

グループ内の同種の全従業員に占める割合

が、どのグループにおいても同等となるよ

う事業所を無作為で抽出します。 

 

50人以上100人未満  

426事業所（13.4％） 

100人以上 

500人未満  
 
1,192事業所

（37.4％） 

 

500人以上  

1,566事業所

（49.2％） 
調査対象事業所 

700事業所 

 

50人以上100人未満  

97事業所（13.9％） 

100人以上 

500人未満  
 
253事業所

（36.1％） 

 

500人以上  

350事業所

（50.0％） 
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５ 民間給与との比較方法（ラスパイレス方式） 

○ 本委員会が行っている民間従業員の給与との比較は、一般の行政事務を行ってい

る職員（行政職給料表（1）及び学校行政職給料表の適用職員）とこれに類似する

と認められる事務・技術関係職種の民間従業員を対象に、主な給与決定要素である

役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士の４月分の給与額を対比させ、職員の人

員数のウエイトを用いて比較（ラスパイレス方式）を行っています。 

○ 具体的には、役職段階など主な給与決定要素が同一である民間従業員の給与額を

職員に支給したと仮定して算出される民間給与総額（Ａ）と、現に支給している職

員給与総額（Ｂ）との比較を行っています。 
 

 

××

＜比較方法＞（１級、大卒、22・23歳の比較）

中卒
18･19歳

…

16･17歳

高卒
20･21歳

…

18･19歳

行政職員

大卒

役職段階 学歴 年齢階層 民間給与総額（Ａ） 職員給与総額（Ｂ）

役職段階ごとに「１級

(主事等)」同様、民間

給与と職員給与を算定

平成29年の公民較差 505円（0.13％）
【算定方法】
民間給与の平均額 － 職員給与の平均額

（403,116円） （402,611円）

職員給与総額（Ｂ）

÷職員総数

＝402,611円

（職員給与の平均額）

１級(主事等)

２級(高度の知識経験

を必要とする主事等)

３級(主任主事等)

４級(主査)

５級(副主幹等)

６級(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ等)

７級(本庁の課長等)

８級(本庁の部長等)

９級(局長等)

10級(理事等)

…

民間給与×職員数
24･25歳

…

22･23歳

…

職員給与×職員数

短大卒
22･23歳

…

20･21歳

民間給与総額（Ａ）

÷職員総数

＝403,116円

（民間給与の平均額）

平均給与額

職員１級、大卒、22・23歳

平均給与額

民間係員、大卒、22・23歳

職員数

１級、大卒、22・23歳

民間給与 職員給与

比較

…

民間給与×職員数

…

民間給与×職員数

…

民間給与×職員数

…

民間給与×職員数

…

職員給与×職員数

…

職員給与×職員数

…

職員給与×職員数

…

職員給与×職員数

職員数

１級、大卒、22・23歳
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６ 給料表の改定について               
○ 本年４月時点で、職員の給与が民間従業員の給与を505円（0.13%）下回っている

ことから、民間従業員の給与との均衡を図るため、職員の給料表を改定することに

より月例給を引上げ、この較差を解消することとしました。 

○ 民間との給与比較を行っている「行政職給料表(1)」及び「学校行政職給料表」の

改定に当たっては、職員の初任給を1,000円引き上げ、20歳台を中心とした若年層職

員が多く在職する級号給についても同程度の改定をすることとしました。一方、40

歳台以上の職員が多く在職する級号給については400円引き上げ、その他の級号給に

ついてはこれらの改定額の間（500円～900円）で引き上げることとしました。 

○ 行政職給料表(1)の各級号給の改定額、主な職務の改定額については、下記（表１）

及び（表２）のとおりです。（改定前後の各級号給の給料月額等の詳細は、ホーム

ページ「平成29年 職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告」に掲載） 

（表１）【行政職給料表(1)における各級号給別の改定額】 

 

（表２）【行政職給料表(1)における主な職務の改定額】 

 
※１：各職務の平均年齢を記載 ※２：各職務の平均年齢の者が、最も多く適用されている号給を記載（※１・２ともに①主事等を除く） 

※３：①主事等については、新規大学卒・22歳における例を記載  

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級

主事等

高度の知

識経験を

必要とす

る主事等

主任

主事等
主査等

副主幹

等

グループ

リーダー
等

本庁

課長等

本庁

部長等
局長等 理事等

１～８

号給

1,000円

１～４

号給

500円

１～45

号給

400円

１～41

号給

400円

１～21

号給

400円
９～48

号給

900円

～

500円

【②】

５～65

号給

400円

【④】17～93

号給

400円

【③】49～113

号給

400円

25～101

号給

400円

１～16

号給

800円

～

500円

１～32

号給

900円

～

500円

１～24

号給

900円

～

500円

33～105

号給

400円

57～93

号給

900円

～

500円

　　　　　　　      　級

　　　　　         基準職務

号給

１～10号給

１～56

号給

1,000円

【①】

１～24

号給

1,000円

21～30号給

25～64

号給

900円

～

500円51～60号給

61～70号給

65～125

号給

400円

71～80号給

81～90号給

91～125号給

31～40号給

41～50号給

11～20号給

改定前 改定額 改定後

給料月額 （改定率） 給料月額

主事等 1,000円

（新規大学卒） (0.5%)

800円

(0.3%)

400円

(0.1%)

400円

(0.1%)

410,800円

④ 本庁課長等 53歳 7-65 451,300円 451,700円

③ グループリーダー等 51歳 6-69 410,400円

184,800円 185,800円

② 主任主事等 36歳 3-36 286,000円 286,800円

表１
記載
番号

職務 年齢 級ｰ号給

① 22歳 1-29
※３

※１ ※２
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○ 行政職員一人当たりの「改定後の平均給料月額」から「改定前の平均給料月額」

を引いた額が418円となります。この額が給料表改定に伴い、まず必要となる額です。 

（参考） 

○ この 418円に、はね返り分※４の 49円を加えた額が、給料表改定に伴う行政職員一

人当たりの平均改定額となります。 

※４ はね返り分とは、給料月額等を算定基礎としている諸手当の額が、給料表の改定に伴い増減する分のこと

を指します。 

○ 「行政職給料表(1)」及び「学校行政職給料表」以外の給料表については、「行政

職給料表(1)」との均衡を基本に改定することとしました。 

注 給与には、給料のほか、地域手当、扶養手当、住居手当等の手当を含みます。 

７ 最近の給与報告・勧告の状況        
 月例給 期末・勤勉手当 

公民較差 年間支給月数 対前年比増減 

平成20年 0．04％（ 178円） 勧告なし 4．50月 － 

平成21年 △0．16％（△675円） 引下げ 4．15月 △0．35月 

平成22年 △0．12％（△496円） 引下げ 3．95月 △0．20月 

平成23年 △0．11％（△439円） 引下げ 3．95月 － 

平成24年 △0．06％（△245円） 引下げ 3．95月 － 

平成25年 0．07％（  298円） 勧告なし 3．95月 － 

平成26年 0．42％（1,698円） 引上げ 4．10月 ＋0．15月 

平成27年 0．68％（2,736円） 引上げ 4．20月 ＋0．10月 

平成28年 0．20％（  784円） 引上げ 4．30月 ＋0．10月 

平成29年 0．13％（  505円） 引上げ 4．40月 ＋0．10月 

 

行政職員数（Ａ） 8,855人 平成29年４月１日現在の行政職員数 

改定前総額（Ｂ） 2,996,271,988円 平成29年４月に支給された行政職員給料月額の総額 

改定前平均給料月額（Ｃ）        

【Ｂ／Ａ】 

338,371円 改定前総額（Ｂ）を行政職員数(Ａ）で除した平均給

料月額(小数点以下第一位を四捨五入した額) 

改定後総額（Ｄ） 2,999,972,256円 改定後の行政職員給料月額の総額 

改定後平均給料月額（Ｅ）      

【Ｄ／Ａ】 

338,789円 改定後総額（Ｄ）を行政職員数（Ａ）で除した平均給

料月額(小数点以下第一位を四捨五入した額) 

給料表改定に伴い必要となる額（は

ね返り分※４を除く）【Ｅ－Ｃ】 

418円 改定後平均給料月額（Ｅ）を改定前平均給料月額

（Ｃ）で引いた額 


